畜産経営に関する確認表

※令和７年10月１日時点において配合飼料価格安定制度に加入している場合は、加入時に畜産経営者であることが確認されていることから、（１）～（５）の提出は不要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チェック欄
	令和７年度配合飼料価格安定制度加入状況
	加入

	
	非加入

	令和７年度配合飼料価格安定制度に非加入の方が申請する場合は、申請者が家畜の飼養を業として行っている畜産経営者であることを確認するための、次に掲げる書類のうち、いずれかの書類
(１)申請者が法人の場合
　　法人税法（昭和40年法律第34号）の規定に基づき提出した前事業年度等の法人税確定申告書のうち次に掲げる全ての書類
① 法人税確定申告書別表一（控え）の写し
② 法人事業概況説明書（控え）の写し
(２)申請者が個人事業主の場合
所得税法（昭和40年法律第33号）の規定に基づき提出した令和５年分等の所得税確定申告書のうち次に掲げる書類
① 所得税確定申告書第一表（控え）の写し
② 青色申告書である確定申告書を提出した場合は、①及び所得税青色申告決算書（控え）の写し
③ 白色申告書である確定申告書を提出した場合は、①及び収支内訳書（控え）の写し
(３)確定申告の義務がない場合又はその他相当の事由により提出できない場合
直近（令和７年度分）の住民税の申告書類の写し
(４)創業後最初の決算期を迎えていない場合
税務署受付印のある開業届の写し
(５)その他の場合
畜産物の販売が証明できる書類（売買証明書、販売伝票等）の写し
	有



